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人を対象とする研究計画等の審査についての申合せ 

 

2005 年 7月 15 日 制定 

改正  2008 年 10 月 1日      2014 年 3月 21 日 

2015 年 3月 12 日            2018 年 3 月 19 日 

2019 年 3月 20 日      2021 年 6 月 26 日 

2022 年 1月 29 日      2022 年９月 12 日 

 

（目的） 

第１条 この申合せは、同志社大学「人を対象とする研究」に関する倫理審査委員会規程（以下「規程」とい

う。）第９条第５項に基づき、研究計画等の審査について定める。 

（申請書等の様式） 

第２条 規程第７条第１項に定める「研究計画等」のうち、「研究計画等倫理審査申請書」は別紙様式０、「研

究計画書」は別紙様式１のとおりとする。なお、研究計画等を変更して実施する場合において、研究対象者

への負担やリスクが増大しない変更を申請する場合は、「研究計画等倫理審査申請書変更届」（別紙様式４）

により行うことができる。 

２ 規程第９条第２項に定める「予備審査」の判定結果の委員長への報告は、「判定結果報告書」（別紙様式２）

により行う。 

３ 規程第 12 条第１項に定める「審査結果通知書」は、別紙様式３のとおりとする。 

４ 規程第 14 条第１項に定める「研究実施許可申請書」は、別紙様式６のとおりとする。 

５ 規程第 14 条第２項に定める「研究実施許可通知書」は、別紙様式７のとおりとする。 

６ 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する取扱要領」第４項に定める学長への実施報告は、「生命

科学・医学系研究実施報告書」（別紙様式５）により行う。 

（審査の方法） 

第３条 委員長は、規程第７条に定める研究責任者等（以下「研究責任者等」という。）から審査を求められた

ときは、規程第９条第２項に定める予備審査を開始し、当該研究計画等を委員に送付する。委員長は、人を

対象とする生命科学・医学系研究に関する規程第２条第１項第１号又は第２号に該当する研究計画等の予備

審査にあたっては、規程第３条第２項に規定する委員を原則として１名指名するものとする。 

２ 予備審査において、主査は、必要に応じて、研究責任者等の研究に関わる者から当該申請内容について説

明を求めることができ、また、必要な助言をすることができる。 

３ 予備審査を行う主査、副査を除く委員は、予備審査の判定以前において、委員長に対して当該申請に関す

る意見を述べることができる。 

４ 委員長は、規程第９条第３項に定める全体審査の判定を求めるときは、予め「判定結果報告書」（別紙様

式２）を委員に送付する。委員長が特に支障がないと認める場合は、委員会を開催することなく回議でもっ

てすることができる。 

５ 規程第 10 条に定める迅速審査は、別に定める「人を対象とする研究計画等に係る迅速審査に関する申合

せ」により行うものとする。 

６ 規程第 11 条に定める一括審査は、別に定める「人を対象とする研究計画等に係る一括審査に関する申合

せ」により行うものとする。 

（審査結果の公表） 

第４条 審査の結果が、「承認」の場合、人を対象とする生命科学・医学系研究についてはその研究課題名、研

究期間等を公表する。ただし、産業財産権の取得等合理的な理由のため公表に制約のある場合、その期間内

において公表しないものとすることができる。 

（事務） 

第５条 研究計画等の審査に関する事務は、倫理審査室事務室が行う。 

（改廃） 

第６条 この申合せの改廃は、委員会の審議を経て学長が決定する。 



2 
 

附則 

この申合せは、2022 年９月 12 日から施行する。 


